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外
国
為
替
令
及
び
輸
出
貿
易
管
理
令
の
一
部
を
改
正
す
る
政
令
案
新
旧
対
照
条
文

○
外
国
為
替
令
（
昭
和
五
十
五
年
政
令
第
二
百
六
十
号
）
（
第
一
条
関
係
）

（
傍
線
部
分
は
改
正
部
分
）

改

正

案

現

行

別
表
（
第
十
七
条
関
係
）

別
表
（
第
十
七
条
関
係
）

技

術

地

域

技

術

地

域

一

（
略
）

（
略
）

一

（
略
）

（
略
）

～
一
〇

～
一
〇

一
一

（
一
）

（
略
）

全
地
域

一
一

（
一
）

（
略
）

全
地
域

（
二
）

輸
出
貿
易
管
理
令
別
表
第
一
の
一
一

（
二
）

輸
出
貿
易
管
理
令
別
表
第
一
の
一
一

の
項
（
一
）
か
ら
（
四
の
二
）
ま
で
に
掲

の
項
（
一
）
か
ら
（
四
）
ま
で
に
掲
げ
る

げ
る
貨
物
の
使
用
に
係
る
技
術
で
あ
つ
て

貨
物
の
使
用
に
係
る
技
術
で
あ
つ
て
、
経

、
経
済
産
業
省
令
で
定
め
る
も
の
（
一
五

済
産
業
省
令
で
定
め
る
も
の
（
一
五
の
項

の
項
の
中
欄
に
掲
げ
る
も
の
を
除
く
。
）

の
中
欄
に
掲
げ
る
も
の
を
除
く
。
）

（
三
）
・
（
四
）

（
略
）

（
三
）
・
（
四
）

（
略
）

一
二

（
略
）

（
略
）

一
二

（
略
）

（
略
）

～
一
四

～
一
四

一
五

（
一
）
～
（
五
）

（
略
）

全
地
域

一
五

（
一
）
～
（
五
）

（
略
）

全
地
域

（
五
の
二
）

水
中
ソ
ナ
ー
航
法
装
置
の
使
用

（
新
設
）

に
係
る
技
術
で
あ
つ
て
、
経
済
産
業
省
令

で
定
め
る
も
の
（
（
三
）
に
掲
げ
る
も
の

を
除
く
。
）

（
六
）

（
略
）

（
六
）

（
略
）
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一
六

（
略
）

（
略
）

一
六

（
略
）

（
略
）
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○
輸
出
貿
易
管
理
令
（
昭
和
二
十
四
年
政
令
第
三
百
七
十
八
号
）
（
第
二
条
関
係
）

（
傍
線
部
分
は
改
正
部
分
）

改

正

案

現

行

別
表
第
一
（
第
一
条
、
第
四
条
関
係
）

別
表
第
一
（
第
一
条
、
第
四
条
関
係
）

貨

物

地

域

貨

物

地

域

一

（
略
）

（
略
）

一

（
略
）

（
略
）

二

（
一
）
～
（
六
）

（
略
）

（
略
）

二

（
一
）
～
（
六
）

（
略
）

（
略
）

（
七
）

ウ
ラ
ン
若
し
く
は
プ
ル
ト
ニ
ウ
ム
の

（
七
）

ウ
ラ
ン
の
同
位
元
素
の
分
離
用
の
装

同
位
元
素
の
分
離
用
の
装
置
若
し
く
は
そ

置
若
し
く
は
そ
の
附
属
装
置
又
は
こ
れ
ら

の
附
属
装
置
又
は
こ
れ
ら
の
部
分
品
（
（

の
部
分
品
（
（
三
十
一
）
に
掲
げ
る
も
の

三
十
一
）
に
掲
げ
る
も
の
を
除
く
。
）

を
除
く
。
）

（
八
）
～
（
五
十
）

（
略
）

（
八
）
～
（
五
十
）

（
略
）

三

（
略
）

（
略
）

三

（
略
）

（
略
）

～

三

の

～

三

の

二

二

四

（
一
）
～
（
十
五
）

（
略
）

全
地
域

四

（
一
）
～
（
十
五
）

（
略
）

全
地
域

（
十
六
）

ロ
ケ
ッ
ト
若
し
く
は
無
人
航
空
機

（
十
六
）

ロ
ケ
ッ
ト
若
し
く
は
無
人
航
空
機

に
使
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
装
置
で
あ
つ

に
使
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
装
置
で
あ
つ

て
、
次
に
掲
げ
る
も
の
若
し
く
は
そ
の
部

て
、
次
に
掲
げ
る
も
の
若
し
く
は
そ
の
部

分
品
又
は
こ
れ
ら
の
製
造
用
の
装
置
若
し

分
品
又
は
こ
れ
ら
の
製
造
用
の
装
置
若
し

く
は
工
具
、
試
験
装
置
、
校
正
装
置
、
心

く
は
工
具
、
試
験
装
置
、
校
正
装
置
、
心

合
わ
せ
装
置
若
し
く
は
こ
れ
ら
の
部
分
品

合
わ
せ
装
置
若
し
く
は
こ
れ
ら
の
部
分
品

１

加
速
度
計

１

加
速
度
計

２

ジ
ャ
イ
ロ
ス
コ
ー
プ

２

ジ
ャ
イ
ロ
ス
コ
ー
プ
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３

１
又
は
２
に
掲
げ
る
貨
物
を
用
い
た

３

１
又
は
２
に
掲
げ
る
貨
物
を
用
い
た

装
置

装
置

４

航
法
装
置

４

航
法
装
置

５

磁
気
方
位
セ
ン
サ
ー

（
新
設
）

（
十
七
）
・
（
十
八
）

（
略
）

（
十
七
）
・
（
十
八
）

（
略
）

（
十
八
の
二
）

ロ
ケ
ッ
ト
又
は
無
人
航
空
機

（
新
設
）

に
使
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
熱
電
池
（
一

の
項
の
中
欄
に
掲
げ
る
も
の
を
除
く
。
）

（
十
九
）
～
（
二
十
六
）

（
略
）

（
十
九
）
～
（
二
十
六
）

（
略
）

五

（
一
）
～
（
十
五
）

（
略
）

全
地
域

五

（
一
）
～
（
十
五
）

（
略
）

全
地
域

（
十
六
）

ビ
ス
マ
レ
イ
ミ
ド
、
芳
香
族
ポ
リ

（
十
六
）

ビ
ス
マ
レ
イ
ミ
ド
、
芳
香
族
ポ
リ

ア
ミ
ド
イ
ミ
ド
、
芳
香
族
ポ
リ
イ
ミ
ド
、

ア
ミ
ド
イ
ミ
ド
、
芳
香
族
ポ
リ
イ
ミ
ド
、

芳
香
族
ポ
リ
エ
ー
テ
ル
イ
ミ
ド
、
熱
可
塑

芳
香
族
ポ
リ
エ
ー
テ
ル
イ
ミ
ド
、
熱
可
塑

性
の
共
重
合
体
、
ポ
リ
ア
リ
ー
レ
ン
ケ
ト

性
の
共
重
合
体
、
ポ
リ
ア
リ
ー
レ
ン
エ
ー

ン
、
ポ
リ
ア
リ
ー
レ
ン
ス
ル
フ
ィ
ド
又
は

テ
ル
ケ
ト
ン
、
ポ
リ
ア
リ
ー
レ
ン
ケ
ト
ン

ポ
リ
ビ
フ
ェ
ニ
レ
ン
エ
ー
テ
ル
ス
ル
ホ
ン

、
ポ
リ
ア
リ
ー
レ
ン
ス
ル
フ
ィ
ド
又
は
ポ

リ
ビ
フ
ェ
ニ
レ
ン
エ
ー
テ
ル
ス
ル
ホ
ン

（
十
七
）
～
（
十
九
）

（
略
）

（
十
七
）
～
（
十
九
）

（
略
）

六

（
略
）

（
略
）

六

（
略
）

（
略
）

七

（
一
）
～
（
五
）

（
略
）

全
地
域

七

（
一
）
～
（
五
）

（
略
）

全
地
域

（
六
）

一
次
セ
ル
、
二
次
セ
ル
又
は
太
陽
電

（
六
）

単
二
形
電
池
の
体
積
を
超
え
る
体
積

池
セ
ル

を
有
す
る
一
次
電
池
、
二
次
電
池
又
は
太

陽
電
池

（
七
）
・
（
八
）

（
略
）

（
七
）
・
（
八
）

（
略
）

（
八
の
二
）

パ
ル
ス
出
力
の
切
換
え
を
行
う

（
新
設
）

サ
イ
リ
ス
タ
ー
デ
バ
イ
ス
又
は
サ
イ
リ
ス

タ
ー
モ
ジ
ュ
ー
ル
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（
九
）
～
（
二
十
一
）

（
略
）

（
九
）
～
（
二
十
一
）

（
略
）

（
二
十
二
）

炭
化
け
い
素
ウ
エ
ハ
ー

（
新
設
）

八

（
略
）

（
略
）

八

（
略
）

（
略
）

九

（
一
）
～
（
五
の
二
）

（
略
）

全
地
域

九

（
一
）
～
（
五
の
二
）

（
略
）

全
地
域

（
五
の
三
）

通
信
妨
害
装
置
又
は
そ
の
部
分

（
新
設
）

品

（
五
の
四
）

電
波
そ
の
他
の
電
磁
波
を
発
信

（
新
設
）

す
る
こ
と
な
く
、
電
波
そ
の
他
の
電
磁
波

の
干
渉
を
観
測
す
る
こ
と
に
よ
り
位
置
を

探
知
す
る
こ
と
が
で
き
る
装
置

（
六
）

（
一
）
か
ら
（
三
）
ま
で
若
し
く
は

（
六
）

（
一
）
か
ら
（
三
）
ま
で
、
（
五
）

（
五
）
か
ら
（
五
の
四
）
ま
で
に
掲
げ
る

若
し
く
は
（
五
の
二
）
に
掲
げ
る
貨
物
の

貨
物
の
設
計
用
の
装
置
、
製
造
用
の
装
置

設
計
用
の
装
置
、
製
造
用
の
装
置
、
測
定

、
測
定
装
置
、
試
験
装
置
若
し
く
は
修
理

装
置
、
試
験
装
置
若
し
く
は
修
理
用
の
装

用
の
装
置
又
は
こ
れ
ら
の
部
分
品
若
し
く

置
又
は
こ
れ
ら
の
部
分
品
若
し
く
は
附
属

は
附
属
品

品

（
七
）
～
（
十
一
）

（
略
）

（
七
）
～
（
十
一
）

（
略
）

一
〇

（
一
）
～
（
七
の
二
）

（
略
）

全
地
域

一
〇

（
一
）
～
（
七
の
二
）

（
略
）

全
地
域

（
八
）

レ
ー
ザ
ー
発
振
器
又
は
そ
の
部
分
品

（
八
）

ガ
ス
レ
ー
ザ
ー
発
振
器
、
半
導
体
レ

、
附
属
品
若
し
く
は
試
験
装
置
（
二
の
項

ー
ザ
ー
発
振
器
、
固
体
レ
ー
ザ
ー
発
振
器

の
中
欄
に
掲
げ
る
も
の
を
除
く
。
）

若
し
く
は
液
体
レ
ー
ザ
ー
発
振
器
（
色
素

レ
ー
ザ
ー
発
振
器
を
含
む
。
）
又
は
こ
れ

ら
の
部
分
品
、
附
属
品
若
し
く
は
試
験
装

置
（
二
の
項
の
中
欄
に
掲
げ
る
も
の
を
除

く
。
）

（
九
）

磁
力
計
、
水
中
電
場
セ
ン
サ
ー
若
し

（
九
）

磁
力
計
若
し
く
は
磁
場
勾
配
計
若
し

こ
う

く
は
磁
場
勾
配
計
若
し
く
は
こ
れ
ら
の
校

く
は
こ
れ
ら
の
校
正
装
置
又
は
こ
れ
ら
の

こ
う
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正
装
置
又
は
こ
れ
ら
の
部
分
品

部
分
品

（
十
）
～
（
十
四
）

（
略
）

（
十
）
～
（
十
四
）

（
略
）

一
一

（
一
）
～
（
四
）

（
略
）

全
地
域

一
一

（
一
）
～
（
四
）

（
略
）

全
地
域

（
四
の
二
）

水
中
ソ
ナ
ー
航
法
装
置
又
は
そ

（
新
設
）

の
部
分
品
（
一
〇
及
び
一
五
の
項
の
中
欄

に
掲
げ
る
も
の
を
除
く
。
）

（
五
）

（
一
）
か
ら
（
四
）
ま
で
に
掲
げ
る

（
五
）

（
一
）
か
ら
（
四
の
二
）
ま
で
に
掲

も
の
の
試
験
装
置
、
校
正
装
置
、
心
合
わ

げ
る
も
の
の
試
験
装
置
、
校
正
装
置
、
心

せ
装
置
又
は
製
造
用
の
装
置

合
わ
せ
装
置
又
は
製
造
用
の
装
置

一
二

（
略
）

（
略
）

一
二

（
略
）

（
略
）

一
三

（
一
）
～
（
三
）

（
略
）

全
地
域

一
三

（
一
）
～
（
三
）

（
略
）

全
地
域

（
四
）

無
人
航
空
機
又
は
そ
の
部
分
品
若
し

（
四
）

無
人
航
空
機

く
は
附
属
装
置

（
五
）

（
一
）
か
ら
（
四
）
ま
で
若
し
く
は

（
五
）

（
一
）
か
ら
（
三
）
ま
で
若
し
く
は

一
五
の
項
（
十
）
に
掲
げ
る
も
の
の
試
験

一
五
の
項
（
十
）
に
掲
げ
る
も
の
の
試
験

装
置
、
測
定
装
置
、
検
査
装
置
、
製
造
用

装
置
、
測
定
装
置
、
検
査
装
置
、
製
造
用

の
装
置
若
し
く
は
工
具
又
は
こ
れ
ら
の
部

の
装
置
若
し
く
は
工
具
又
は
こ
れ
ら
の
部

分
品

分
品

一
四

（
略
）

（
略
）

一
四

（
略
）

（
略
）

～
一
六

～
一
六

別
表
第
三
の
二
（
第
四
条
関
係
）

別
表
第
三
の
二
（
第
四
条
関
係
）

別
表
第
一
の
五
の
項
（
十
四
）
若
し
く
は
（
十
八
）
、
七
の
項
（
十
五
）

別
表
第
一
の
五
の
項
（
十
四
）
若
し
く
は
（
十
八
）
、
七
の
項
（
十
五
）

若
し
く
は
（
十
六
）
、
八
の
項
の
中
欄
、
九
の
項
（
一
）
若
し
く
は
（
六

若
し
く
は
（
十
六
）
、
八
の
項
の
中
欄
、
九
の
項
（
一
）
、
（
六
）
か
ら

）
、
一
〇
の
項
（
一
）
、
（
二
）
、
（
四
）
、
（
六
）
、
（
七
）
、
（
九

（
八
）
ま
で
、
（
十
）
若
し
く
は
（
十
一
）
、
一
〇
の
項
（
一
）
、
（
二
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）
若
し
く
は
（
十
一
）
、
一
二
の
項
（
一
）
、
（
二
）
、
（
五
）
若
し
く

）
、
（
四
）
、
（
六
）
、
（
七
）
、
（
九
）
若
し
く
は
（
十
一
）
、
一
二

は
（
六
）
若
し
く
は
一
三
の
項
（
五
）
に
掲
げ
る
貨
物
で
あ
つ
て
、
経
済

の
項
（
一
）
、
（
二
）
、
（
五
）
若
し
く
は
（
六
）
若
し
く
は
一
三
の
項

産
業
大
臣
が
告
示
で
定
め
る
も
の
又
は
同
表
の
一
五
の
項
の
中
欄
に
掲
げ

（
五
）
に
掲
げ
る
貨
物
で
あ
つ
て
、
経
済
産
業
大
臣
が
告
示
で
定
め
る
も

る
貨
物

の
又
は
同
表
の
一
五
の
項
の
中
欄
に
掲
げ
る
貨
物


